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◎
特
別
な
休
暇
制
度
の
創
設
へ
向
け

て　

～
お
勤
め
の
方
に
も
参
加
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
に
～

　

裁
判
所
で
は
、
法
務
省
、
日
本
弁

護
士
会
と
も
連
携
し
、
企
業
経
営
者

向
け
の
説
明
会
を
行
っ
た
り
、
各
企

業
等
へ
直
接
伺
い
、
特
別
休
暇
制
度

の
創
設
な
ど
環
境
整
備
へ
の
協
力
を

働
き
か
け
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
多
く
の
企
業
や
団
体
で
特

別
休
暇
制
度
を
導
入
し
、
従
業
員
の

方
が
裁
判
員
裁
判
に
参
加
し
や
す
い

よ
う
に
取
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
◎
一
時
保
育
サ
ー
ビ
ス
・
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
へ
向
け
て　

～
育
児
中

の
方
や
介
護
を
行
っ
て
い
る
方
に
も

参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
～

　

育
児
中
の
方
や
介
護
を
行
っ
て
い

る
方
は
辞
退
の
申
立
て
を
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
が
、
辞
退
の
申
立
て
を

せ
ず
に
裁
判
員
候
補
者
ま
た
は
裁
判

員
と
し
て
安
心
し
て
裁
判
員
裁
判
に

参
加
で
き
る
よ
う
に
、
裁
判
員
裁
判

を
実
施
す
る
裁
判
所
に
対
応
す
る
す

べ
て
の
地
方
自
治
体
で
、
一
時
保
育

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
態
勢
が
整

備
さ
れ
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
介
護
を
行
っ
て
い
る
方
に

も
、
通
所
介
護
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

な
ど
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

裁
判
員
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

５
月
21
日
㈭
と
23
日
㈯
に
千
葉
地

方
裁
判
所
で
裁
判
員
制
度
説
明
会
を

行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
千
葉
地
裁
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
（http://w

w
w
.courtsgo.

jp/chiba./

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

千
葉
地
方
裁
判
所
事
務
局
総
務
課

　

千
葉
市
中
央
区
中
央
４
―
11
―
27

　

☎
０
４
３
（
２
２
２
）
０
１
６
５

　

国
民
の
み
な
さ
ん
に
刑
事
裁
判
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
「
裁

判
員
制
度
」
が
５
月
21
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

多
く
の
み
な
さ
ん
に
制
度
へ
参
加
し
て
い
た
だ
く
た
め
の

取
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

裁
判
員
制
度
ス
タ
ー
ト

～
多
く
の
み
な
さ
ん
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
～

法
定
傍
聴
会

　
　
を
開
催

  

行
政
相
談
委
員
に

　
　
佐
久
間
和
夫
氏
・
平
山
公
惠
氏
が
再
任

　町では、総務大臣から委嘱された行政相談委員がみ
なさんからの苦情や困りごとをお聴きし、その解決に
努めます。相談は無料で秘密は守られます。
◎行政相談所　
　と　き　５月26日（火）　午後１時30分～４時
　ところ　町民会館
◎担当相談委員
　佐久間和夫氏（木戸台）・平山　公惠氏（長　塚）
　国の仕事、特殊法人などの仕事（例えば年金、医療
保険、労働災害、登記事務、道路等）について
 ・苦情を申し出たが説明や、措置などに納得がいかない
 ・苦情などを、どこに相談したらよいかわからない
　このようなことがありましたら、お気軽にご相談く
ださい。
◆問い合わせ　総務課秘書広報班　☎84−1211

　

千
葉
地
方
・
家
庭
裁
判
所
八
日
市

場
支
部
で
は
、
次
の
と
お
り
法
定
傍

聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

刑
事
裁
判
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

こ
の
機
会
に
傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

内�　
　

容　

刑
事
法
廷
傍
聴
（
傍
聴

前
に
裁
判
手
続
等
の
説
明
、
終
了

後
に
質
疑
応
答
を
行
い
ま
す
）

開
催
日
時　

５
月
25
日
㈪　

　

午
前
の
部　

午
前
10
時
～

　
　
　
（
午
前
９
時
30
分
集
合
）

　

午
後
の
部　

午
後
１
時
30
分
～

　
　
　
（
午
後
１
時
集
合
）　　
　

集��
合
場
所　

千
葉
地
方
裁
判
所
八
日

市
場
支
部
２
階　

小
会
議
室

参
加
人
数　

各
部
20
名
程
度

申�

込
受
付　

５
月
１
日
㈮
～
22
日
㈮

の
午
前
９
時
～
午
後
４
時

そ�

の�

他　

参
加
費
無
料
・
要
予
約

◆
申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

 

千
葉
地
方
・
家
庭
裁
判
所

　

八
日
市
場
支
部
庶
務
課

　

☎（
72
）１
３
０
０

　

℻（
73
）６
５
７
１

　

４
月
１
日
付
け
で
、
佐
久
間
和
夫

氏
（
木
戸
台
）
と
平
山
公
惠
氏
（
長

塚
）
が
総
務
大
臣
か
ら
行
政
相
談
委

員
と
し
て
再
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
で
は
、行
政
相
談
所
を
開
設
し
、

み
な
さ
ん
か
ら
の
苦
情
な
ど
を
お
聴

き
し
、
そ
の
解
決
を
図
り
ま
す
。

開
催
日　

毎
月
第
２
・
４
火
曜
日

◆
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課
秘
書
広
報
班　

　

☎（
84
）１
２
１
１

平山　公惠氏
（長　塚）

佐久間和夫氏
（木戸台）

春季行政相談強調週間
５月18日㈪～24日㈰


